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◆　10・28国民大集会に42000人集う
改憲反対・9条守れ　決意高らか

前日からの台風一過、抜けるような青空の下、「ストップ改憲！ 許すな消費税増税！ なくせ貧困！ いのちとくらし・雇用を守れ10.28国民大集会」が東京亀戸中央公園で開催されました。全国各地から「消費税増税やめろ」「守ろう平和憲法」など色とりどりのプラカード、むしろ旗、横断幕を手に42000人が参加しました。集会後３コースに分かれてデモ行進し道行く人々に大きくアピールしました。
　主催者あいさつで全労連坂内三夫議長は「大企業が空前の儲けを上げている一方で、年収200万円以下の労働者が1023万人となっている。中小零細、自営業者はどこも赤字、農家は米がペットボトルいっぱい93円で1時間の労賃は256円。480万世帯が国民健康保険証を取り上げられ病気になっても医者にかかれない。こんな日本に誰がしたのか。責任者出てこーい！」と訴え。「参院選後、９条改悪反対の議員が参院議員の54％となるなど、世論と運動が政治を動かす新しい時代が始まった。テロ新法も政府は立ち往生している。最低賃金法も障害者自立支援法の見直し、後期高齢者医療制度の凍結、災害被災者生活再建支援法の改正など、国民の声が国会を動かしつつある」と強調。「労働者と農民、業者、青年・学生、女性、高齢者、医療関係者など共同を広げ、集会成功の力を職場、地域、学園、すべての戦線から、大きく運動を前進させよう」と呼びかけました。
■志位共産党委員長のあいさつ

政党あいさつで日本共産党の志位和夫委員長が、「国民の要求実現のためには自民党政治の古い枠組みの転換を」と訴え、社会保障を支える財源について、「消費税増税ではなく、大企業への行き過ぎた減税と軍事費の見直しで」と述べました。また、新テロ特措法をめぐり「報復戦争でテロはなくせない、海上自衛隊の活動は日本国憲法に照らして許されない」と批判。「ここに集まった国民各分野のたたかいと手を携えて奮闘する」と決意を明らかにしました。また、社民党からのメッセージが紹介されました。
■連帯あいさつ　

連帯あいさつでは日本国際ボランティアセンターの清水俊弘事務局長が「今、日本はアジア・カンボジアの国々から、平和を脅かす国と見られるようになりつつある」と指摘、自衛隊のイラク、アフガンからの撤退を求めました。NPO自立生活サポートセンターもやいの湯浅誠事務局長は「この間生活保護費が15～20％引き下げられ、いま、さらなる引き下げが検討されている。生活保護を受けなくても働けば生活できる社会、失業給付を受けて生活していける社会にすべき。労働・福祉のすみわけを超えて生活を守るために手をつなごう」と呼びかけました。
■各地のとりくみ報告

各地の報告では、沖縄県教組那覇支部副委員長の宮城正さんが県民の10人にひとりの11万6千人が集まった9・29県民集会と沖縄戦の集団自決への軍の関与を否定する教科書検定に反対するたたかいを報告。年金者組合岩手県本部書記長の鈴木壬午郎さんが最低保障年金の自治体意見書採択が岩手県内の全自治体の90％に上っているたたかいを報告。岐阜の西濃民商副会長の小森善一さんは消費税なくす会の運動を紹介。北海道・道東勤医協の桃園功さんは、根室市民の地域医療を守るたたかいを報告。障全協・日本障害者センター事務局次長の家平悟さんは車いすで登壇し「障害者が同年齢の市民と同等の権利を持てる社会を」と訴えました。首都圏青年ユニオンの柳勝也さんは「ユニオンに入って残業代を払わせよう」の横断幕を掲げて登場。「夢を持って美容師になったのに、駅前でチラシまきばかり、手取り16万円、夢を食い物にする美容業界への怒りから組合を結成した」と訴えました。最後に新婦人の皆さんが色とりどりのタペストリーやハロウィンの扮装で登壇し、憲法を守る取り組みを報告しました。
■初参加の感想

今回初めて参加したという島根からの参加者は、「社会保障の改悪や、消費税増税、雇用問題など、国民の生活は苦しくなる一方です。子供から老人まで、安心して暮らせる社会が必要です。個人でできることは小さなことですが、個人が集まり、集団で行動すれば大きな力になります。今回の集会ではこのことを実感することができました」との感想を寄せてくれました。また、「台風一過、秋晴れの中、たくさんの人が集まり感動しました。こうしたたたかいを毎年行ってきましたが、なかなか世の中変わらない。でも今年はちょっと違うということを実感しながら集会に参加しました。みんなの力が集まれば、世の中変えられる。平和憲法も守れる。そんな思いを強くした集会でした。」との感想も寄せられています
◆ 守屋氏証人喚問の傍聴の感想

10.28中央集会に続き、翌日午前は生協労連としてイラク特措法の延長反対と新法断念を求めて13名で衆議院テロ・イラク特別委員に要請行動をおこない、その後の議員会館前集会直前、全労連からイラク特別委の守屋証人喚問の傍聴希望者が募られ、幸運にも申し込んだ生協労連の5名全員が許可されました。　　

　ニュースの画面でしか見たことがなかった証人喚問の席に参加できたことは私にとって貴重な時間でした。（まさしく御のぼりさんになっていた）

マスコミ各社が前の席は陣取っていた。カメラのフラッシュが眩しい。
報道の責任はあるだろうけど（きちんと報道してねー）国民が置き忘れられているような・・・そんな気持ちになった。２２人の傍聴席、３０分おきの交代の傍聴。
守屋氏の話は聞き辛い口の中にこもった話し振り、おおよそ国の防衛を担っているトップ人とは思えない、｢あんたはなに？｣って感じでした。テレビで見る｢おぬしも悪よなー越後屋｣の悪代官か・・接待まみれの状況がとるように分かった。かんじんのことになると声も小さくなり・・・あんな大人を見た若者や子どもはどう思うのだろうか？

私たちの大事な税金の一部が一企業に優遇されていたことはとんでもない・・・怒り。
赤嶺氏の質問は的を得ていた、もう少し時間があればと思った。。。議席数の質問時間は残念に思う。正しい質問をするのに議席の質問時間の決め方もどうも納得できない。
私たちの声をもっと上げなければ、運動をしなければいけないと思いました。
今、流れは変わりつつあるのではないかと思う。政治は国民のためにある、官僚や政治家のものではない・・・。コープかごしま　福丸　裕子
◆　全労連が500万署名スタート

11・1緊急街頭宣伝に41名　署名61筆

　全労連憲法闘争本部は、来年5月末までの500万署名達成に向け、11月を集中期間に設定し、その初日であるとともにテロ特措法の期限切れをむかえた11月1日、各単産の参加のもとに、新宿西口で宣伝・署名行動をおこない、各単産から41人が参加、1時間で61筆の署名が集寄せられるなど、行き交う市民の大きな反響がありました。以下、各弁士の訴え(要旨)。

★全国一般・青池書記次長＝今、平和な日本に生き、日ごろ戦争を実感することは無い。「自衛隊」という名を「軍隊」に変える位、どうってこと無いのでは･･･と思う人もいるだろう。しかし、その気持ちが日本を戦争できる国に近づけている。人間が人間らしくあるためにも、私は憲法を守る。国民の一票は政治を動かすことができる。皆で戦争をしない国を選ぼう。

★年金者組合・篠塚委員長＝私は戦争の悲惨さを知る一人として、なんとしても憲法9条を守る。政治に対する要求の多くは雇用、賃金、医療や社会保障であり、憲法9条を変えようという要求などない。この憲法を変えようとするのか？それは、アメリカが戦争する国になれと要求しているからだ。力を合わせて、憲法9条を子どもたちの時代に伝えよう。
★全日赤・太田委員長＝今、病院の医師・看護師不足は深刻。看護師が確保できないための病院閉鎖も起きている。日本はもっと医療に税金を使うべきだ。先日、名古屋で自衛隊機が墜落し、120億円が一瞬にしてパーだ。防衛費は金がかかる。また、有事法制の流れの中で、日赤の看護師は戦地に送られてしまう。日赤の看護師にとって、9条は最後の砦だ。
★全教・米浦委員長＝テロ特措法の期限が切れた今日、自衛隊がインド洋から撤退する。アメリカの戦艦に給油し、その戦艦から飛び立った戦闘機が爆撃。子ども、お年寄りや女性など無辜の市民の命を奪っている。その給油は国民の血税で賄われている。莫大な金を使って、人を殺し苦しめ国土を破壊するより、30人学級や教職員の増員に、また貧困や格差、雇用問題の解決に使うべきだ。

★自治労連・野村書記長＝憲法9条は、第二次世界大戦の敗戦の上にたち、国際紛争の解決は話し合いだと高らかに謳っている。今、対立のある国際社会の中で、大事なのは対話による解決だ。テロを無くすのは対話であり、日本の役割はその推進だ。日本の高い技術を福祉、医療、農業や自然災害などの分野に生かすこと。それにより国際的な日本の信頼は高まる。
★国公労連・福田委員長＝福田内閣が改憲内閣であることは、「新テロ特措法」の国会提出で明らか。福田政権は、憲法違反のアメリカへの給油を継続するため新しい法律を出した。世界の人々が、武力では平和が保てないことに気づき始めている。今、大事なことは、国民が安心して生活できる日本をつくること。憲法を生かす日本にすることだ。
★全労連・小田川事務局長＝今日、テロ特措法の延長を国民の運動と声で断念させた。転機の日として歴史に記録させたい。４点を訴えたい。その１つは、テロとのたたかいは軍隊のみに可能なのかということ。２つめは、6年もたたかい続けているが、テロは壊滅どころか拡大している。３つめは、自衛隊のインド洋での行動が国民に明らかにされていない。４つめは国民の暮らしの実態と照らして、自衛隊派遣に莫大な税金を投入し続けることが正しいのだろうか。日本の平和憲法を守ろうと強く訴えたい。

◆　愛知　犬山共同センター設立に向けて準備

　犬山革新懇の「犬山でも署名推進の共同センターを作ろう」との呼びかけに応えて、
犬山市職労・新婦人・年金者組合・共産党が10月５日、犬山丸山学供センターで設立
に向けた話し合いの場を持ちました。
愛知共同センターからは福田事務局長が参加。「憲法共同センターの果たす役割と９
条の会との違い」について分かりやすく説明しました。参加団体は、次回11月９日の
会合までに、犬山共同センター参加について協議してくることを確認しました。

■岡崎幸田共同センターが「９の日宣伝」
　女子高生３人組が、「現社(現代社会)で勉強した」と、戦前女性に選挙権がなかったことや憲法９条などについて話してくれるなど、対話が進みました。
また、「テロ特措法」の訴えでは、自衛隊の給油活動の燃料代だけで220億円も使っていることを聞いた57歳の男性は、「そんな金があるなら、暮らしに回してくれよな」と署名に応じてくれました。名鉄東岡崎駅前で10月９日(火)17時30分から行なった同センターの宣伝には、年金者組合・きずな・革新懇・共産党が参加。テロ特措法８筆・憲法１筆の署名を集めました。
◆　奈良　大和高田市で毎週の署名宣伝行動

大和高田市平和委員会では、国民投票法成立以降、毎週の署名宣伝行動を続けています。テロ特措法期限切れを迎える11月1日に22回目の宣伝行動を近鉄高田駅前で行い、「憲法違反の戦争協力をやめ、自衛隊は全面恒久撤退を」とよびかけました。

　22回の行動で参加者は，147名、署名は250筆、シール投票は837票に達しました。　　　

12月8日には、9条の会高田、大和高田市平和委員会、新婦人高田支部が共同で「開戦の日」宣伝を呼びかけています。この日には目標のシール投票1000票を達成するつもりです。

◆ 尼崎共同センターの定例宣伝に１７人参加　
　１０月９日（火）夕刻、ＪＲ立花駅南側の２階フロアーで、共同センターに結集する諸団体から１７人が参加。会の山口事務局長や尼崎労連代表などが弁士となり、福田内閣になっても引き続き憲法改悪への動きは変わっていない状況などを市民に訴えました。平和憲法リーフを運用しながら署名を訴えると、特に高校生や中学生の関心が高く、わずか１時間弱で５３筆集まりました。
◆ 長崎　官庁街で８０人が唱和し訴え 

莫大な税金を使い、米艦船などへの自衛隊の給油活動の根拠となってきた「テロ対策特別措置法」は11月１日で期限切れとなり、政府が急きょ「国会承認事項」を削除した新たな法案を提出し、10日までの国会を大幅に延長して強行する構えであることに対し、アフガンやイラクでのアメリカの戦争を支援するための法案を許してはいけないと、各地で反対運動が盛り上がっています。 

長崎県共同センターは１日、長崎市内の官庁街で「新テロ特措法案」に反対する昼休みデモをおこないました。出発地点の水道局前には約８０人が手に手にのぼり旗やプラカードなどをもって駆けつけ、「戦争に加担する新テロ特措法は廃案に」「憲法違反の海外派兵反対」「憲法９条を守り、世界に広げよう」などとこぶしをあげ、シュプレヒコールを響かせました。 

ハンドマイクでは、米艦船への給油量のごまかしやイラク攻撃艦船への給油疑惑、守屋前防衛次官の軍需企業との癒着、異常な天下りなど、次々に発覚している防衛省のとんでもない実態を暴露。新テロ特措法案の中身を知らせるとともに、「報復戦争で、テロはなくなったでしょうか」と問いかけ、アメリカの戦争を支援するための「新テロ特措法」廃案を訴えました。
■市民からも怒りの声 

通りかかった職員や、デモを見ていた市民の間からは、「（防衛省も厚労省も）やりたい放題ですね」「こんないい加減な防衛省で国を守るなんてよくいえたもんだ」などと、厳しい批判の声が聞かれました。 

日本は、平和憲法の精神にたって、イラクやアフガンの教育や医療、農業、産業の支援こそすべきです。平和的な支援こそ本当の国際貢献です。 

　３日は、県内いっせい街頭宣伝の日です。全参加団体が２時間以上の街頭宣伝活動に取り組み、「９条守れ」「憲法を暮らしにいかそう」の声を街中に響かせましょう。
■県連絡会を「県共同センター」に改称

今年５月、安倍首相が強行採決して「国民投票法（改憲のための手続法）」が成立しました。このため、国会内に憲法審査会を設置して３年後に改憲の発議ができるという、新たな局面となりました。参院選での与党大敗によって「改憲派」の思惑は修正せざるをえなくなりましたが、改憲のための広報予算計上など巻き返しも強まっています。 

こうした情勢をふまえ、憲法改悪反対長崎県連絡会は9月下旬に総会を開き、名称も「憲法改悪阻止長崎県共同センター」として、新たな体制と決意で憲法改悪反対の運動に取り組むことを確認しました。当面の憲法のたたかいは「改憲案を発議させないための運動強化であり、改憲反対の世論の喚起」です。 

■県共同センターの運営について

１．共同センターは改憲反対という目的に賛同する団体によって構成します。 

２．代表委員数名を選出し、事務局を県労連におきます。具体的な運動は事務局団体（７団体）で検討し確認されます。 

３．恒常的な運動推進のために専任事務局員（数名）をおきます。事務局は情報の収集や発信、県内の運動推進と交流をめざします。署名の集約やニュース発行などの実務を担います。 

４．財政は、各団体の分担金と募金でまかないます。 








































